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譲
渡
の
条
件
付
き
完
了

事
前
協
議
も
な
く
働
く
も
の
を

無
視
し
た
譲
渡
発
表
か
ら
１
年
が

た
ち
、
の
び
の
び
に
な
っ
て
い
た

譲
渡
の
手
続
き
が
、
Ｅ
Ｕ
の
競
争

法
（
日
本
で
は
独
禁
法
）
の
抵
触

問
題
、
中
国
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
な

ど
が
あ
り
な
が
ら
も
条
件
付
き
で

完
了
し
ま
し
た
。

職
場
で
は
、
突
然
の
発
表
に
対

す
る
怒
り
と
、
見
通
し
が
た
た
な

い
将
来
へ
の
不
安
の
う
ず
ま
い
た

一
年
で
し
た
。

労
働
者
の
雇
用
と
生
活
を
守

る
こ
と
は
世
界
的
な
な
が
れ

２
０
１
２
年
の
経
営
方
針
に
日

立
の
中
西
社
長
は
、
「
超
円
高
、

欧
州
の
経
済
不
安
を
理
由
に
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争

に
打
ち
勝
つ
強
い
企
業
体
質
」
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
を
掲
げ
て
い

ま
す
。

こ
こ
に
は
、
日
立
Ｇ
Ｓ
Ｔ
を
売

却
し
た
こ
と
へ
の
顧
慮
は
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
で
は
、
２
０
０
７
年
に
企
業
の

社
会
的
責
任
を
従
来
以
上
に
強
調

し
ま
し
た
。
企
業
が
社
会
と
調
和

し
て
こ
そ
、
持
続
可
能
な
企
業
に

な
る
と
い
う
新
た
な
提
起
を
行
っ

て
い
ま
す
。

労
働
者
の
生
活
と
雇
用
を
守
れ

さ
ら
に
「
労
働
者
は
コ
ス
ト
で
は

な
く
財
産
で
あ
る
」
「
長
く
働
い
て

き
た
熟
練
労
働
者
は
企
業
の
競
争
力

の
源
泉
で
あ
る
」
と
し
、
人
件
費
削

減
や
人
員
削
減
は
「
万
策
尽
き
た
あ

と
の
最
後
の
最
後
の
手
段
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
を
、

米
国
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
強

く
加
盟
国
各
国
に
た
い
し
提
起
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
さ

だ
め
た
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
６
０
０
０
に
対
し

て
、
日
本
の
電
機
産
業
で
認
可
を
受

け
て
い
る
の
は
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
と

ソ
ニ
ー
だ
け
で
あ
り
、
日
立
製
作
所

は
未
申
請
で
す
。

東
芝
へ
の
移
籍
は

本
人
の
同
意
が
絶
対
条
件

３
月
８
日
の
春
闘
交
渉
で
あ
き
ら

か
に
さ
れ
た
、
東
芝
に
売
却
さ
れ
る

３
．
５
イ
ン
チ
１
Ｔ
Ｂ
／
デ
ィ
ス
ク

ト
ッ
プ
用
製
品
に
携
わ
る
支
援
者
約

１
０
０
名
に
つ
い
て
は
移
籍
で
あ
り
、

本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
絶
対
条

件
と
な
り
ま
す
。

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て

く
る
労
働
組
合
の
役
割

て
き
て
い
ま
す
。
憲
法
や
、
労
働
組

合
法
で
保
障
さ
れ
た
、
組
合
の
力
で
、

労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
を
許
さ
な

い
た
た
か
い
と
、
個
々
の
組
合
員
・

従
業
員
の
切
実
な
要
求
に
答
え
る
活

動
を
積
極
的
に
行
う
べ
き
で
す
。

１
８
ヶ
月
後
も
日
立
労
組

Ｇ
Ｓ
Ｔ
支
部
と
し
て
存
続
を

組
合
に
よ
る
と
１
８
ヶ
月
後
は
日

立
製
作
所
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員

会
は
日
立
労
組
Ｇ
Ｓ
Ｔ
支
部
を
切
り

離
す
方
向
だ
と
話
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
別
名
称
の
単
独
組
合
に

な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、

会
社
と
労
働
組
合
と
は
別
で
あ
り
、

労
働
組
合
は
独
立
し
た
組
織
で
す
。

日
立
労
組
支
部
と
し
て
日
立
Ｇ
Ｓ

Ｔ
労
組
が
存
続
す
る
こ
と
に
何
の
問

題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
日
立
製

作
所
が
、
こ
う
し
た
子
会
社
売
却
を

実
行
す
る
可
能
性
を
考
え
る
と
、
日

立
労
組
と
し
て
も
日
立
Ｇ
Ｓ
Ｔ
支
部

を
支
部
と
し
て
組
織
し
て
い
く
こ
と

は
有
効
の
は
ず
で
す
。

ソニー仙台テクノロジーセンター(仙台TEC、宮城県多賀市)内で働いてきた期間社員が画期的な成果

を勝ち取りました。これは東日本大震災を口実にした雇い止めを撤回させ、会社に正社員での再就職

に責任を持たせるというものです。

ソニー労働組合仙台支部(電機連合)に加入し、声を上げる

ソニーは昨年４～５月、仙台ＴＥＣで働く期間社員約１５０名に雇い止めを通告、２２名の期間

社員がソニー労組仙台支部 (電機連合加盟) に加入し、1ヶ月ずつの雇用延長を勝ち取ってきま

した。

正社員で再就職へ

そして３月末、ついに会社と合意に達したのです。その内容は、事業が売却される現在の会社で

６月まで働き、その後はソニーの孫会社の正社員として仙台ＴＥＣ内で働きながら、正社員での再

就職を会社が無期限で斡旋するというものです。

父のような人に

先頭にたって闘ってきた労組支部委員長の長男（１２才）が学校の作文で書きました。「体を張っ

てまで、会社に立ち向かい、たくさんの人を助ける父の姿にあこがれ、この仕事につき、又このよ

うなことが起こったら父のように、たくさんの人を助けたいです。このような人は自分のためだけ

でなく、人のために働くものだと思います」と。

引
き
続
き
、
日
立
Ｇ
Ｓ
Ｔ
で
働
く

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
労
働
組
合
の

果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

東日本大震災の教訓
「帰宅困難者」をなくす

タ
ク
シ
ー
を
乗
り
継
い
で
の
深
夜
帰
宅
、
路

上
で
一
夜
を
明
か
し
た
人
も
い
ま
し
た
。

昨
年
の
３
／
11
は
大
津
波
警
報
の
大
音
量

の
な
か
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
２
時
間
も
退
避
し
、

余
震
の
ゆ
れ
が
収
ま
っ
た
と
判
断
し
て
、
定

時
退
社
と
な
り
ま
し
た
。
震
災
の
「
教
訓
」

を
生
か
す
の
で
あ
れ
ば
、
従
業
員
の
安
全
を

確
保
す
る
こ
と
を
第
一
に
避
難
の
あ
り
方
や
、

明
確
な
指
示
が
不
可
欠
で
す
。
災
害
が
確
実

な
状
況
を
敏
速
に
判
断
し
、
明
日
の
業
務
に

備
え
る
た
め
に
も
確
実
に
帰
宅
す
る
、
帰
宅

さ
せ
る
状
況
判
断
が
必
要
で
す
。

東
日
本
大
震
災
の
記
憶
が
蘇
る
か
の
よ
う

な
、
春
の
嵐
と
な
っ
た
４
月
３
日
、
前
日
か

ら
の
「
強
風
雨
」
早
目
の
帰
宅
と
対
策
を
と

い
う
予
報
が
現
実
と
な
り
、
会
社
か
ら
の
帰

宅
指
示
で
、
午
後
３
時
過
ぎ
に
退
社
し
ま
し

た
。
日
立
に
数
十
年
い
る
が
、
強
風
程
度
で

の
今
回
の
措
置
は
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
帰

宅
困
難
に
お
ち
い
る
こ
と
な
く
、
「
無
事
に

帰
れ
た
」
と
、
後
日
、
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

大
震
災
時
当
日
、
自
宅
に
帰
れ
な
い
帰
宅

困
難
者
は
推
計
で
、
首
都
圏
は
約
５
１
５
万

人
（
神
奈
川
県
約
６
７
万
人
）
、
バ
ス
、

ソニー雇い止め撤回



日立製作所労働組合・日立ＧＳＴ支部執行委員長 2012年4月9日

戸澤 孝平 殿

日立労組及び関連会社労組組合員有志

要請書

日立製作所は、２０１１年３月７日に労働組合への事前説明もなく突然の記者会見で、日立ＧＳＴをＷＤ社へ譲渡する
ことを発表し、以後のびのびとなっていた譲渡完了が２０１２年３月８日発表されました。
今回の譲渡は子会社を強制的に創り、子会社丸ごと売却という、企業の社会的責任を投げ捨て、働くものの生活をかえり
みないやり方です。

こうしたなかで労働組合の果たす役割はますます重要です。しかしながら組合は「我々組合員も、世界で勝てるグロー
バルプレイヤーとなるために、自ら変革し、進化する人間集団として一層努力していく責務があると考える。経営目標達
成に向けて…全力で取り組んでいきたい」と春闘集約の書記長コメントで述べました。労働組合はあくまでも労働者の生
活と権利を守る基本的な組織であり、このような姿勢では原則から逸脱していると言わざるを得ません。
日立製作所とWD社に対して"会社の業績も必要だが、労働者を大切にしてこそ業績も上がるし、日本経済の活性化のため
にもなる"という立場に立ち、下記の項目について取り組むよう要請します。

記

１．職場では、早々に配転、職場移動の話があるのではと不安が拡がっています。これらについては、組合員の合意なく、
一方的に行わないという労働協約「第１４条・１８条」を遵守して、本人の生活を無視してむりやり実行せず、本人
の希望を尊重すること。

２．特に東芝に売却される３．５インチ１ＴＢ／ディスクトップ用製品に携わる支援者約１００名については移籍であり、
本人の同意を得ることが絶対条件となります。日立ＧＳＴに残ることを選択した労働者にたいして、不利益な扱いを
しないよう会社に申し入れること。

３．統合後１８ヶ月後における労働条件の変更については、一方的な会社発表をさせることなく、将来計画も含め労働組
合に事前に協議をするよう会社に申し入れること。

４．組合によると１８ヶ月後、日立製作所労働組合中央執行委員会は日立労組ＧＳＴ支部を切り離す方向だと話していま
す。これは、別名称の単独組合になることを意味します。しかし、会社と労働組合とは別であり、日立労組支部とし
て日立ＧＳＴ労組が存続することに何の問題はありません。今後、日立製作所が、こうした子会社売却を実行する可
能性を考えると、会社から独立した組織として、日立労組が日立ＧＳＴ支部との関係を保つようにすること。

５．日立ＧＳＴの売却にみられるような事前協議を無視した一方的なやり方を繰り返さないよう、組合員・従業員の合意
のもと、今後二度と起こさせない仕組みを、団体交渉等を通じて作り上げること。

６．ＷＤ社は過去、企業の買収、売却を激しく繰り返し、大きくなってきた会社です。少なくとも日本法人の移動、移籍
については、かならず事前に組合説明を行うよう会社に要求すること。

７．今後は、組合の姿勢として、組合員・従業員の声を職場集会などで吸い上げ会社にたいして、団体交渉などで要求す
るという基本的なスタイルを確立すること。

以上

統合後の労働条件の後退は許されない
株式譲渡による企業統合は、労働者の雇用・労働条件をそのまま引継ぎ、統合することが、商法でうたわれて

いる第一条件です。しかし統合後の企業が統合時の労働条件等をそのまま継続するかといえばそうではありませ

ん。企業のコスト削減、リストラ等、労働組合との協議を伴いながら、労働条件の切り崩しが頻繁に行われてい

るのが実状です。

労働者は労働組合に団結することで労働条件を守り、生活と雇用が安定するのです。 日立労組ＧＳＴ支部が

組合員・従業員の声を売却後の労働組合活動に反映させ、組合員・従業員が安心して働ける環境をとり戻せるよ

日立懇ホームページ

パソコン http://www.hitachikon.net/
ケータイ http://www.hitachikon.net/i

ご相談、ご意見、ご感想、ご批判など是非お寄せください

メール info@hitachikon.net 電話 080-5060-7728 中村


